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　「障害者手帳」等の交付を受けていない満65歳以上の方で、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該
当する場合は、「障害者控除対象者認定書」を発行します。所得の申告にあたり、この認定書を提示することで、
「障害者控除」を受けることができます。

《対象要件》
◇茨城町の住民票に記載されている満65歳以上の方、または茨城町の介護保険第１号被保険者であること。
◇介護保険制度の要介護認定、または要支援認定（以下「要介護認定等」）を受けている方
　または要介護認定等を受けている方と同程度の障がい状態にある方
※要介護認定等を受けている方と同程度の障がい状態を理由に申請する方については、面接調査を受けてい
ただく必要があります。
※要介護認定等の調査資料をもとにします。要介護度のみで一律に判断するものではありません。
◇「障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けている方は申請の必要はありません。

《申請について》
①　申　請　者　　控除対象者（本人）または親族
②　受 付 期 間　　平成28年12月１日（木）～平成29年１月31日（火）
　　　　　　　　　（面接調査が必要な方は、平成28年12月16日（金）まで）
③　窓　　　口　　長寿福祉課（１階　４番窓口）
④　持参する物　　控除対象者の印鑑（親族の申請は親族者の印が必要）、介護保険被保険者証
⑤　手　数　料　　無料
⑥　交　　　付　　後日郵送（12月受付分は、平成29年１月以降送付予定）※即日交付はできません。
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【問合せ先】長寿福祉課　☎ ０２９－２９１－８４０７（直通）
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　厚生労働省では、「国民一人一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思い

を巡らしていただく日」として、11（いい）月30（みらい）日を「年金の日」としました。

　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確

認し、未来の生活設計について考えてみませんか。

☆ねんきんネットとは

　インターネットでいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、

ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をすることができる、日本年金機構のサービスです。

【詳しくは「ねんきんネット」で検索】

※インターネットの利用が難しい方
　役場窓口では、「ねんきんネット」でご自分の情報を確認できるサービスを実施しています。公的機

関発行の顔写真付き身分証明書（顔写真のない証明書は２種類以上）、基礎年金番号のわかるもの、印

鑑（朱肉を使うもの）、委任状（代理人申請の場合）をご持参ください。

　（注）・旧法による年金受給者や共済加入中の方は本サービスを受けられません。

・年金記録に関する具体的な質問や厚生年金の記録などについては、水戸南年金事務所にお問

い合わせください。

【問合せ先】水戸南年金事務所 　☎ 029-227-3251
　　　　　  茨城町保険課　 　　☎ 029-240-7113 （直通）
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30 30 日は日は「年金の日「年金の日」」ですです
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　「骨粗しょう症」とは骨の量が減って、「ス」が入ったようにスカスカになる状態のことを言い、圧倒的に女性
に多くみられる病気です。日頃から食生活や運動に気を配ると骨の減るスピードを遅らせることができます。 
骨粗しょう症予防のための食事と運動で イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太ラララララララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフイキイキ骨太ライフ を目指しませんか？
日　　時　12月15日（木）　午前10時～午後３時　（午前９時45分　受付開始）
場　　所　ゆうゆう館内保健センター　栄養指導室・健診室
内　　容　骨粗しょう症予防のための食生活・運動について（講話・調理実習、運動実技）
持　参　品　米１合、エプロン、三角巾、筆記用具、運動のできる服装、運動靴、汗拭きタオル、水分補給用の水分等
参　加　費　無料
定　　員　20名　※定員になり次第締め切らせていただきます。
申込締切　12月５日（月）までに、健康増進課（問合せ先）にお申し込みください。

【問合せ先】健康増進課　☎ 029－240－7134（直通）

毎日コツコツ！毎日コツコツ！ 　　骨粗しょう症予防教骨粗しょう症予防教室室
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　整骨院や接骨院などで柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を適用できる範囲が決められています。
受診する前に内容をよく確認しましょう。
 保険が使えるとき 
・医師や柔道整復師に、骨折・脱臼・打撲・捻挫（肉離れを含む）などと診断または判断され、
施術を受けたとき。（骨折・脱臼は応急手当でない場合、医師の同意が必要です）
・骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
 施術を受けるときの注意点 
・重複受診をしない
　同じけがで医療機関（病院・診療所など）の治療と柔道整復師の施術を重複して受けたり、２カ所以上の整骨
院・接骨院に通院したりしている場合、保険が使える施術であっても全額自己負担になる場合があります。
・けがの原因を正しく伝える（いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか）
　外傷性のけがではない場合（神経痛・五十肩・ヘルニアなど病気による痛み）は保険が使えま
せん。また、仕事中のけがで労働災害に該当する場合も保険が使えません。施術が長期にわ
たる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
・療養費支給申請書は本人が署名
　申請書に記載されるけがの原因・けがの名前・施術を行った日・施術内容・施術回数・金額を確認し、本人が署
名してください。（手首の負傷などにより自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。）
・領収書を必ずもらい、医療費通知で金額の確認をする
領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

【問合せ先】保険課　国保グループ　☎ 029－240－7113（直通）

施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります
　柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会
がありましたら、ご自身で回答できるようにご協力をお願いします。
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